
別紙４ 

組織的対応 

日常の観察・いじめアンケート・教育相談・個人面談・生徒からの訴え・

情報提供等の情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          連携                 連絡・相談 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①いじめ事案が解消されたとしても、経過観察を行い、事後も継続指導を行う。 

②キャンパスカウンセラー等の活用も含め、心のケアをする。 

③再発防止・未然防止活動は継続していく。 

 

 

 

 

①報告の流れ 

情報を得た教職員 

→当該生徒の担任・年次主任等 

→生徒指導部長・教頭 

→校長 

→県教育委員会 

②保護者へは、事実確認をした後、連

絡する。（その後は適宜連絡） 

正確な実態把握 指導体制、方針決定 

生徒への指導・支援 

いじめ情報のキャッチ 

＜いじめ対応チームで緊急対策会議の開催＞ 
①情報を得た教職員から報告を受け、チーム内で共通理解。 

②調査方針及び分担を決定。 

③事案の状況から、事情を調査するメンバーを決定。 

④２名以上の教員で当該生徒について事情を確認し、事実関
係を把握していじめ対応チームへ報告。 

⑤報告を受けた後、いじめ対応チームは、会議で指導方針を
決定し、指導体制を編成。（当該生徒の担任・年次主任・
生徒指導部・部活動顧問等） 

⑥職員会議で報告、職員全体で共通理解。 

 いじめ対応チームの招集・指揮（校長）  

即日対応 

①いじめ解消に向けた指導をする。 
(ｱ) いじめられた生徒には、どんなことがあろうと守

り抜くことを約束する。 
(ｲ) いじめた生徒には、「いじめは決して許されない

行為である」という意識を持たせる。 
②暴力・恐喝等の犯罪行為等、学校だけでは指導が困

難な場合、または重大な事案があった場合は関係機
関に支援を依頼する。 

           

 

 

 

・警察（長田警察署安全生活課） 
078-578-0110(代) 

・神戸西部少年サポートセンター  
078-578-4395 

・神戸市こども家庭センター 
078-382-2525 

・兵庫県中央こども家庭センター  
078-923-9966 

・各市区町の社会福祉事務所 
今後の対応 

関係機関 

 

保護者 

 

※生命又は身体の安全がおびやかされるような重大な事案が発生した場合 

①速やかに県教育委員会や警察等の関係機関へ報告する。 

②県教育委員会の支援のもと管理職が中心となり、学校全体で組織的に対応し、迅速に事案解決にあたる。 

③事案によっては、当事者の同意を得た後、説明文書の配布や緊急保護者会を実施する。 

④マスコミ対応は情報の窓口を一本化する。 

支援を依頼 

※ネット上のいじめへの対応 
   上記の対応に加え、必要なら次についても対応する。 
 ①本人や保護者と協力して、書き込みや画像の削除等に取り組む。 
 ②学校、保護者だけでは解決が困難な場合は専門機関へ相談する。 
   ・ひょうごっ子「ネットいじめ情報」相談窓口 http://hyogokko.npos.biz/ 
   ・兵庫県警察サイバー犯罪対策課 http://www.police.pref.hyogo.jp/seikatu/cyber/ 

http://hyogokko.npos.biz/
http://www.police.pref.hyogo.jp/seikatu/cyber/

